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平 成 ２３ 年 第 １ 回 垂 水 市 議 会 臨 時 会

１．会期日程

２．付議事件

件　　　　　　　　　　　名
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　報告第 ７号　専決処分の承認を求めることについて（垂水市道の駅交流施設の指定管理者の指定に

　　　　　　 ついて）

　報告第 ８号　専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度垂水市一般会計補正予算（第１３

　　　　　　 号））

　報告第 ９号　専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度垂水市老人保健施設特別会計補

　　　　　　 正予算（第２号））

　議案第３３号　垂水市監査委員の選任について

　議案第３４号　垂水市固定資産評価委員の選任について

　議案第３５号　垂水市教育委員会委員の任命について

　議案第３６号　平成２３年度垂水市一般会計補正予算（第１号）　案
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月 日 曜 種 別 内　　　　　　　　容

５・１０ 火 本会議

開会、仮議席の指定、議長の選挙、議席の指定、

会議録署名議員の指名、会期の決定、副議長の選挙、

常任委員及び議会運営委員の選任、常任委員会及び

議会運営委員会の正・副委員長互選結果報告、

大隅肝属広域事務組合議会議員の選挙、

議案等上程（説明、質疑、討論、表決）、閉会



平 成 ２ ３ 年 第 １ 回 臨 時 会

会 　 　 議 　 　 録

第 １ 日 　 平 成 ２３ 年 ５ 月 １０ 日



本 会 議 第１号（５月１０日 ）（ 火 曜 ）

　　出席議員　　１６名

　　　　　　　１番　　川　越　信　男

　　　　　　　２番　　堀　内　貴　志

　　　　　　　３番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　４番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　７番　　田　平　輝　也

　　　　　　　８番　　持　留　良　一

　　　　　　　９番　　北　方　貞　明

　　　　　　 １０番　　池　山　節　夫　

　　　　　　 １１番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　尾　脇　雅　弥

　　　副 市 長　　寺　地　浩　一

　　　総 務 課 長　　山　口　親　志

　　　企 画 課 長　　倉　岡　孝　昌

　　　財 政 課 長　　北　迫　睦　男

　　　税 務 課 長　　葛　迫　隆　博

　　　市 民 課 長　　白　木　修　文

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　前木場　強　也

　　　保健福祉課長　　城ノ下　　　剛　

　　　生活環境課長　　感王寺　八　郎

　　　農 林 課 長　　森　下　利　行

　

　　　水 産 課 長　　岩　元　悦　郎

　　　商工観光課長　　塚　田　光　春

　　　土 木 課 長　　深　港　　　渉

　　　会 計 課 長　　脇　　　孝　久

　　　水 道 課 長　　川井田　志　郎

　　　監査事務局長　　礒　脇　正　道

　　　消 防 長　　宮　迫　義　秀

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教育総務課長　　今　井　文　弘

　　　学校教育課長　　有　馬　勝　広

　　　社会教育課長　　瀬　角　龍　平

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　松　浦　俊　秀 　　　書 記　　篠　原　輝　義

　　　書 記　　有　馬　英　朗

― 3  ―



平成23年５月10日午前10時開会

　　　△事務局長の臨時議長紹介

〇事務局長（松浦俊秀）今回の議会は、一般

選挙後、最初の議会でございますので、議長が

選挙されますまでの間、地方自治法第107条の規

定により、年長の議員が臨時に議長の職務を行

うことになっております。

　出席議員中、堀添國尚議員が最年長議員でご

ざいますので、御紹介申し上げます。

　　　［堀添國尚議員議長席に着く］

〇臨時議長（堀添國尚）おはようございます。

　ただいま紹介いただきました堀添國尚です。

議長の選出が終わるまでの間、臨時議長を務め

させていただきますので、皆さんの御協力をよ

ろしくお願い申し上げます。

　　　△市長あいさつ

〇臨時議長（堀添國尚）ここで、市長からあ

いさつのための発言の申し出がありましたので、

これを許可いたします。

　　　［市長尾脇雅弥登壇］

〇市長（尾脇雅弥）皆様、おはようございま

す。

　選挙後、初めての市議会本会議でございます

ので、お許しを得まして一言ごあいさつを申し

上げます。

　このたびの市議会議員選挙におきまして晴れ

て当選をされました16名の皆様に心からお祝い

を申し上げます。厳しい選挙戦を勝ち抜かれま

して、この上ないお喜びであったことと存じま

す。

　御承知のとおり、地方行政を取り巻く情勢は

大変厳しい状況でございます。さきに発生しま

した東北・関東地方大震災の復興に多額の財源

が必要なことを初め、今後地方が生き残ってい

くためには、私たち執行部と市議会が一体とな

って市民との協働によるまちづくりに力を合わ

せ、総力を結集してまいることが非常に大切で

あると考えております。

　私も就任してまだ４カ月足らずでございます

が、公約としております「元気な垂水」、「住

んでよかったと思える安心安全なまちづくり」

を目指して、引き続き全力を尽くす所存でござ

います。

　議員の皆様におかれましても、今後、執行部

に対しまして御指導、御鞭撻を賜り、また、市

議会の活動を通じて市政の発展に御尽力を賜り

ますようお願いを申し上げます。

　簡単ではございますが、今回の選挙に対しま

すお喜びと今後の市政に対しますお願いを申し

上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

　ありがとうございました。

　　　△副市長就任あいさつ

〇臨時議長（堀添國尚）次に、副市長から就

任あいさつのための発言の申し出がありました

ので、これを許可いたします。

〇副市長（寺地浩一）皆さん、おはようござ

います。

　発言のお許しをいただきましたので、一言ご

あいさつを申し上げます。

　私は、さきの３月議会におきまして、格別の

御高配をいただきまして選任に同意する旨の議

決を賜り、そして４月１日付で副市長を拝命い

たしました寺地浩一と申します。よろしくお願

いいたします。

　この副市長職と申しますのは、私にとりまし

て大変な役回り、大役でございますので、就任

後１カ月余りを経過いたしましたけれども、日々

その責任の重さを感じているところでございま

す。

　もとより微力ではございますけれども、県職

員としての経験も生かしながら尾脇市長を補佐

し、垂水市政発展のために最善の努力を尽くし

てまいりたいとそのように考えておりますので、

議員各位におかれましては何とぞ御指導、御鞭
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撻を賜りますようお願い申し上げまして、ごあ

いさつといたします。

　どうかよろしくお願い申し上げます。

　　　△執行部紹介

〇臨時議長（堀添國尚）次に、今回の選挙に

よりまして市民の選良として議席を得てこられ

ましたが、初対面の課長の皆さんもいらっしゃ

るかと存じます。

　そこで、教育長以下、紹介のための発言の申

し出がありましたので、順次これを許可いたし

ます。

〇教育長（肥後昌幸）教育長の肥後でござい

ます。どうかよろしくお願いいたします。

〇財政課長（北迫睦男）おはようございます。

財政課長の北迫睦男と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）おはようござ

います。保健福祉課長の城ノ下剛でございます。

よろしくお願いします。

〇総務課長（山口親志）おはようございます。

総務課長の山口親志です。よろしくお願いしま

す。

〇企画課長（倉岡孝昌）おはようございます。

企画課長の倉岡孝昌でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

〇農林課長（森下利行）おはようございます。

農林課長兼農業委員会事務局長の森下利行です。

どうかよろしくお願いします。

〇生活環境課長（感王寺八郎）おはようござ

います。生活環境課長の感王寺八郎でございま

す。よろしくお願いします。

〇土木課長（深港　渉）おはようございます。

土木課長の深港渉でございます。よろしくお願

いいたします。

〇市民相談サービス課長（前木場強也）市民

相談サービス課長兼選挙管理委員会事務局長の

前木場強也です。よろしくお願いします。

〇教育総務課長（今井文弘）おはようござい

ます。教育総務課長の今井文弘です。どうかよ

ろしくお願いいたします。

〇学校教育課長（有馬勝広）学校教育課長の

有馬勝広です。よろしくお願いいたします。

〇社会教育課長（瀬角龍平）おはようござい

ます。社会教育課長の瀬角龍平です。どうかよ

ろしくお願いします。

〇税務課長（葛迫隆博）税務課長の葛迫隆博

でございます。どうぞよろしくお願いします。

〇水産課長（岩元悦郎）おはようございます。

水産課長に任命されました岩元悦郎です。よろ

しくお願いいたします。

〇商工観光課長（塚田光春）おはようござい

ます。商工観光課長に任命されました塚田光春

と申します。よろしくお願いいたします。

〇水道課長（川井田志郎）おはようございま

す。水道課長に任命されました川井田志郎でご

ざいます。よろしくお願いします。

〇消防長（宮迫義秀）おはようございます。

消防本部消防長の宮迫義秀でございます。どう

かよろしくお願いします。

〇消防署長（野元豊一）おはようございます。

消防本部次長兼署長の野元豊一です。ひとつよ

ろしくお願いいたします。

〇監査事務局長（礒脇正道）おはようござい

ます。監査事務局長の礒脇正道でございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

〇会計課長（脇　孝久）おはようございます。

会計課長の脇孝久でございます。どうぞよろし

くお願いします。

〇市民課長（白木修文）おはようございます。

市民課長兼新城支所長の白木修文でございます。

どうかよろしくお願いします。

　　　△開　　会

〇臨時議長（堀添國尚）ただいまから、平成

23年第１回垂水市議会臨時会を開会いたします。

　　　△開　　議

〇臨時議長（堀添國尚）これより、本日の会
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議を開きます。

　　　△仮議席の指定

〇臨時議長（堀添國尚）この際、議事の進行

上、仮議席を指定いたします。

　仮議席は、ただいまの着席議席といたします。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△議長の選挙について

〇臨時議長（堀添國尚）日程第１、これより

議長の選挙を行います。

　選挙は、投票で行います。

　議場の出入り口を閉じます。

　　　［議場閉鎖］

〇臨時議長（堀添國尚）ただいまの出席議員

数は、16人であります。

　投票用紙を配付いたします。

　　　［投票用紙配付］

〇臨時議長（堀添國尚）投票用紙の配付漏れ

はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇臨時議長（堀添國尚）配付漏れなしと認め

ます。

　投票箱を改めさせます。

　　　［投票箱点検］

〇臨時議長（堀添國尚）異状なしと認めます。

　念のため申し上げます。

　投票は、単記無記名であります。

　ただいまから投票を行います。

　１番議員から順番に投票を願います。

　　　［１番議員から順次投票］

　　　１番　　川　越　信　男　議員

　　　２番　　堀　内　貴　志　議員

　　　３番　　大　薗　藤　幸　議員

　　　４番　　感王寺　耕　造　議員

　　　５番　　池之上　　　誠　議員

　　　６番　　堀　添　國　尚　議員

　　　７番　　田　平　輝　也　議員

　　　８番　　持　留　良　一　議員

　　　９番　　北　方　貞　明　議員

　　　10番　　池　山　節　夫　議員

　　　11番　　森　　　正　勝　議員

　　　12番　　川　　達　志　議員

　　　13番　　宮　迫　泰　倫　議員

　　　14番　　徳　留　邦　治　議員

　　　15番　　篠　原　　則　議員

　　　16番　　川　畑　三　郎　議員

〇臨時議長（堀添國尚）投票漏れはありませ

んか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇臨時議長（堀添國尚）投票漏れなしと認め

ます。

　投票を終了いたします。

　議場の出入り口を開きます。

　　　［議場開鎖］

〇臨時議長（堀添國尚）開票を行います。

　会議規則第31条第２項の規定により、立会人

に川越信男議員、堀内貴志議員、大薗藤幸議員

を指名いたします。

　よって、３名の立ち会いを願います。

　　　［開票・点検］

〇臨時議長（堀添國尚）選挙の結果を報告い

たします。

　投票総数　16票

　これは、先ほどの出席議員数に符合いたして

おります。

　そのうち

　　有効投票数　14票

　　無効投票数　２票

　有効投票総数のうち

　　川達志議員　５票

　　宮迫泰倫議員　８票

　　持留良一議員　１票

　以上のとおりであります。

　この選挙の法定得票数は、４票であります。

　よって、宮迫泰倫議員が議長に当選されまし

た。（拍手）
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　ただいま議長に当選されました宮迫泰倫議員

が議場におられますので、この席から会議規則

第32条第２項の規定により告知いたします。

　　　△新任議長あいさつ

〇臨時議長（堀添國尚）宮迫泰倫議員の議長

のあいさつを許可します。

　　　［議長宮迫泰倫登壇］

〇議長（宮迫泰倫）ただいま議長に選ばれま

した宮迫です。

　これからは、市民の皆様の納得のいく市政、

もっともっと身近な市政になるため、市民の皆

様と一緒に「人が輝き安心して暮らせるまちづ

くり」を目指し、議会がさらにさらに前進する

よう皆様と一緒に議会形成をやりましょう。お

願いいたします。

　よろしくお願いします。（拍手）

〇臨時議長（堀添國尚）以上をもちまして、

臨時議長の職務をすべて終了しました。

　議員各位の御協力を得まして無事に臨時議長

の職務を務めさせていただきましたことに対し

まして、厚く御礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。

　それでは、宮迫泰倫議長、議長席に御着席願

います。

　　　［宮迫泰倫議長議長席に着く］

〇議長（宮迫泰倫）ただいま議長席に着きま

した。どうか皆様方の今後の御協力をよろしく

お願いいたします。

　ここで、暫時休憩いたします。

　　　　　午前10時24分休憩

　　　　　午前10時30分開議

〇議長（宮迫泰倫）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。

　　　△議席の指定について

〇議長（宮迫泰倫）日程第２、議席の指定に

ついてを議題とします。

　議席は、会議規則第４条第１項の規定により、

議長が指定します。

　議席は、御着席のとおりです。

　　　１番　　川　越　信　男　議員

　　　２番　　堀　内　貴　志　議員

　　　３番　　大　薗　藤　幸　議員

　　　４番　　感王寺　耕　造　議員

　　　５番　　池之上　　　誠　議員

　　　６番　　堀　添　國　尚　議員

　　　７番　　田　平　輝　也　議員

　　　８番　　持　留　良　一　議員

　　　９番　　北　方　貞　明　議員

　　　10番　　池　山　節　夫　議員

　　　11番　　森　　　正　勝　議員

　　　12番　　川　　達　志　議員

　　　13番　　宮　迫　泰　倫　議員

　　　14番　　徳　留　邦　治　議員

　　　15番　　篠　原　　則　議員

　　　16番　　川　畑　三　郎　議員

　ただいまのとおり、議席を指定いたします。

　　　△会議録署名議員の指名

〇議長（宮迫泰倫）次に、日程第３、会議録

署名議員の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において、川越信男議員、川畑三郎

議員を指名します。

　　　△会期の決定

〇議長（宮迫泰倫）日程第４、会期の決定を

議題とします。

　お諮りいたします。

　本臨時会の会期を１日としたいと思います。

　これに御異議はございませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、会期は、１日と決定しました。

　　　△副議長の選挙について

〇議長（宮迫泰倫）日程第５、これより副議

長の選挙を行います。

　選挙は、投票で行います。
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　会場の出入り口を閉めてください。

　　　［議場閉鎖］

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの出席議員数は、

16人であります。

　投票用紙を配付いたします。

　　　［投票用紙配付］

〇議長（宮迫泰倫）投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）配付漏れなしと認めます。

　投票箱を改めさせます。

　　　［投票箱点検］

〇議長（宮迫泰倫）異状なしと認めます。

　念のため申し上げます。

　投票は、単記無記名であります。

　ただいまから投票を行います。

　１番議員から順番に投票をお願いします。

　　　［１番議員から順次投票］

　　　１番　　川　越　信　男　議員

　　　２番　　堀　内　貴　志　議員

　　　３番　　大　薗　藤　幸　議員

　　　４番　　感王寺　耕　造　議員

　　　５番　　池之上　　　誠　議員

　　　６番　　堀　添　國　尚　議員

　　　７番　　田　平　輝　也　議員

　　　８番　　持　留　良　一　議員

　　　９番　　北　方　貞　明　議員

　　　10番　　池　山　節　夫　議員

　　　11番　　森　　　正　勝　議員

　　　12番　　川　　達　志　議員

　　　13番　　宮　迫　泰　倫　議員

　　　14番　　徳　留　邦　治　議員

　　　15番　　篠　原　　則　議員

　　　16番　　川　畑　三　郎　議員

〇議長（宮迫泰倫）投票漏れはありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）投票漏れなしと認めます。

　投票を終了いたします。

　議場の出入り口を開きます。

　　　［議場開鎖］

〇議長（宮迫泰倫）開票を行います。

　会議規則第31条第２項の規定により、立会人

に先ほどの３名の方、川越信男議員、堀内貴志

議員、大薗藤幸議員を指名いたします。

　よって、３人の立ち会いを願います。

　　　［開票・点検］

〇議長（宮迫泰倫）選挙の結果を報告いたし

ます。

　投票総数　16票

　これは、先ほどの出席議員に符合いたしてお

ります。

　そのうち

　　有効投票数　13票

　　無効投票数　３票

　有効投票数のうち

　　森　正勝議員　12票

　　田平輝也議員　１票

　以上のとおりであります。

　この選挙の法定得票数は、４票であります。

　よって、森正勝議員が副議長に当選されまし

た。（拍手）

　ただいま副議長に当選されました森正勝議員

が議場におられますので、この席から会議規則

第32条第２項の規定により告知いたします。

　　　△新任副議長あいさつ

〇議長（宮迫泰倫）森正勝議員の副議長のあ

いさつを許可いたします。

　　　［副議長森　正勝登壇］

〇副議長（森　正勝）皆様の御支援をいただ

きまして副議長に就任いたしました。非常に重

たい責任を感じております。議長を支えながら、

いろいろな改革に努めてまいりたいと思ってお

ります。皆様の御協力を心からよろしくお願い

を申し上げます。

　簡単ですけれども、あいさつといたします。

（拍手）
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〇議長（宮迫泰倫）以上で、副議長選挙を終

了いたします。

　　　△常任委員・議会運営委員の選任につい

　　　　て

〇議長（宮迫泰倫）日程第６、常任委員の選

任について及び日程第７、議会運営委員の選任

についてを一括議題とします。

　ここで、暫時休憩しますので、各議員におか

れましては各委員の選任をお願いいたします。

　議員の方々は、全員協議会室へお集まりくだ

さい。

　　　　　午前10時45分休憩

　　　　　午前11時10分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　お諮りいたします。

　常任委員及び議会運営委員の選任については、

委員会条例第８条第１項の規定により、堀内貴

志議員、池之上誠議員、堀添國尚議員、持留良

一議員、北方貞明議員、森正勝議員、宮迫泰倫

議員、川畑三郎議員、以上８名を総務文教常任

委員に、

　川越信男議員、大薗藤幸議員、感王寺耕造議

員、田平輝也議員、池山節夫議員、川達志議

員、徳留邦治議員、篠原則議員、以上８名を

産業厚生委員に、

　池之上誠議員、田平輝也議員、持留良一議員、

池山節夫議員、篠原則議員、川畑三郎議員、

以上６名を議会運営委員にそれぞれ指名したい

と思います。

　これに御異議はございませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、ただいま指名しました方々をそれぞ

れの常任委員及び議会運営委員に選任すること

に決定いたしました。

　ただいま選任いたしました各常任委員及び議

会運営委員の方々は、次の休憩時間中にそれぞ

れ委員会を開き、正・副委員長の互選を行い、

その結果を御報告願います。

　ここで、暫時休憩いたします。

　　　　　午前11時13分休憩

　　　　　午前11時15分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　　　△各常任委員会及び議会運営委員会正・

　　　　副委員長互選結果報告

〇議長（宮迫泰倫）各常任委員会及び議会運営

委員会における正・副委員長の互選の結果につ

いて報告がありましたので、お知らせいたしま

す。

　総務文教委員長北方貞明議員、副委員長堀内

貴志議員、

　産業厚生委員長大薗藤幸議員、副委員長川越

信男議員、

　議会運営委員長川畑三郎議員、副委員長田平

輝也議員、以上でございます。

　　　△大隅肝属広域事務組合議会議員の選挙

　　　　について

〇議長（宮迫泰倫）日程第８、大隅肝属広域事

務組合議会議員の選挙についてを議題とします。

　お諮りいたします。

　選挙の方法につきましては、地方自治法第118

条第２項の規定により、指名推選によりたいと

思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、選挙の方法は、指名推選によること

に決定しました。

　お諮りいたします。

　議長において２名を指名することにいたした

いと思います。

　これに御異議はありませんか。
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　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議長において２名を指名することに

決定しました。

　大隅肝属広域事務組合議会議員に持留良一議

員及び池山節夫議員を指名いたします。

　お諮りいたします。

　ただいま議長において指名しました持留良一

議員及び池山節夫議員を大隅肝属広域事務組合

議会議員の当選人とすることに御異議ありませ

んか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、ただいま議長において指名しました

持留良一議員及び池山節夫議員を大隅肝属広域

事務組合議会議員の当選人とすることに決定し

ました。

　ただいま大隅肝属広域事務組合議会議員に当

選されました持留良一議員及び池山節夫議員が

会場におられますので、この席から会議規則第

32条第２項の規定により告知いたします。

　　　△報　　告

〇議長（宮迫泰倫）日程第９、報告を行いま

す。

　平成22年度垂水市一般会計繰越明許費繰越計

算書について報告を求めます。

〇財政課長（北迫睦男）平成22年度の歳出予

算の経費のうち年度内にその支出を終わらない

見込みのものにつきましては、地方自治法第213

条の規定により、平成23年度に繰り越して使用

しますことを３月議会補正予算（第12号）で御

承認いただいておりましたが、同法施行令第146

条第２項の規定に基づき、その繰越明許費に係

る繰越計算書を御報告申し上げます。

　繰り越された経費は、地域活性化交付金のう

ち、きめ細かな交付金事業７件、住民生活に光

をそそぐ交付金事業４件のほか、岳野線災害復

旧事業など３件でございます。

　繰り越しました理由でございますが、地域活

性化交付金は、緊急総合経済対策として国の補

正予算により、きめ細かな交付金事業と住民生

活に光をそそぐ交付金事業として創設されまし

た。本市も、交付制度の趣旨に基づき１月に専

決処分をし、予算措置をさせていただいたもの

でございますが、一部の事業で翌年度にわたら

ざるを得なくなったものでございます。

　そのほか、交付金事業として採択されなかっ

た事業等がございますが、事業が多岐にわたっ

ておりますので、別添の繰越明許費繰越計算書

説明・報告資料を作成し、議案と一緒に配付さ

せていただきました。

　資料は、繰越事業に係る予算額、事業内容、

翌年度繰越額、繰越理由、繰越額の財源内訳、

完了予定年月日等を記載しております。この資

料にて、繰越明許費に係る繰越計算書の御報告

にかえさせていただきたいと思います。

　よろしくお願いいたします。

〇議長（宮迫泰倫）以上で、日程第９、平成

22年度垂水市一般会計繰越明許費繰越計算書に

ついての報告を終わります。

　　　△報告第５号～報告第９号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第10、報告第５号か

ら日程第14、報告第９号までの報告５件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

報告第５号　専決処分の承認を求めることにつ

　　　いて（垂水市国民健康保険税条例の一部

　　　を改正する条例）

報告第６号　専決処分の承認を求めることにつ

　　　いて（垂水市国民健康保険条例の一部を

　　　改正する条例）

報告第７号　専決処分の承認を求めることにつ

　　　いて（垂水市道の駅交流施設の指定管理

　　　者の指定について）

報告第８号　専決処分の承認を求めることにつ
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　　　いて（平成22年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第13号））

報告第９号　専決処分の承認を求めることにつ

　　　いて（平成22年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計補正予算（第２号））

〇議長（宮迫泰倫）報告を求めます。

〇市民課長（白木修文）報告第５号専決処分

の承認を求めることについて、御説明申し上げ

ます。

　地方税法施行令の一部を改正する政令が平成

23年３月30日に公布され、平成23年４月１日か

ら施行されたことに伴いまして、平成23年度国

民健康保険税の賦課に急施を要しましたので、

垂水市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例を地方自治法第179条第１項の規定により専決

処分とし、４月１日から施行したところでござ

います。そのため、地方自治法第179条第３項の

規定に基づき報告申し上げ、御承認を求めよう

とするものでございます。

　一部改正の趣旨でございますが、今回の賦課

限度額の引き上げは、今後も医療費の増嵩に伴

う国保税総額の増加が見込まれる中、より所得

の高い世帯に新たな負担を求めることで、負担

感が重いと言われる中間所得者層の負担軽減を

図ることを目的に段階的に引き上げようとする

もので、本条例において引用する条項の整理を

行ったものでございます。また、あわせまして、

納期の各期ごとの文言整理を行っております。

　それでは、新旧対照表により説明いたします。

　条文中、改正した箇所をアンダーラインで示

しております。

　第２条の課税額ですが、第２項において、医

療分の基礎課税額の限度額を「50万円」から「51

万円」に、第３項において、後期高齢者支援金

等課税額の限度額を「13万円」から「14万円」

に、あけていただきまして、第４項において、

介護納付金課税額の限度額を「10万円」から「12

万円」にそれぞれ引き上げたものでございます。

　第12条の納期ですが、第１期から第７期まで

の納期限を末日とする条文整備でございます。

　次に、第23条の減額ですが、今回の第２条に

おける限度額の改定に伴い、条文整理したもの

でございます。

　以上、専決処分について報告いたしましたが、

御承認くださいますようお願い申し上げます。

　続きまして、報告第６号専決処分の承認を求

めることについて御説明申し上げます。

　健康保険法施行令の一部を改正する政令が平

成23年３月30日に公布され、平成23年４月１日

から施行されたことに伴いまして、平成23年度

国民健康保険事務に急施を要しましたので、垂

水市国民健康保険条例の一部を改正する条例を

地方自治法第179条第１項の規定により専決処分

とし、４月１日から施行したところでございま

す。そのため、地方自治法第179条第３項の規定

に基づき報告申し上げ、御承認を求めようとす

るものでございます。

　一部改正の趣旨でございますが、平成21年10

月から緊急の少子化対策として平成23年３月末

までの暫定措置で４万円上乗せされてきた出産

育児一時金が恒久化されたもので、本条例にお

いて引用する条項の整理を行ったものでござい

ます。

　それでは、新旧対照表により説明いたします。

　条文中、改正した箇所をアンダーラインで示

しております。

　第６条の出産育児一時金の額を「35万円」か

ら「39万円」に引き上げたものでございます。

　以上、専決処分について報告いたしましたが、

御承認くださいますようお願い申し上げます。

〇商工観光課長（塚田光春）報告第７号専決

処分の承認を求めることについて（垂水市道の

駅交流施設の指定管理者の指定について）、御

説明いたします。

　垂水市道の駅交流施設の指定管理者の指定に
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つきましては、平成22年度まで管理運営してき

ました垂水市道の駅交流施設管理組合が平成23

年３月31日で指定管理が期限満了になることか

ら、平成23年度から公募により指定管理者を選

定し、３月議会で指定管理者の候補について議

案を上程しまして審査していただいたところで

はございますが、賛成少数で否決という結果に

なりました。

　そこで、４月１日以降の指定管理者を選任し

ないことには道の駅交流施設を休止しなければ

ならないため、急遽平成23年３月22日に、垂水

市道の駅交流施設管理組合へ引き続き９月30日

まで指定管理を依頼し、その後、管理組合から

提出された事業計画書を審査し、市長専決によ

り選定を行いました。

　このようなことから、議会の議決につきまし

ては緊急を要しましたので、議会を招集する日

程がとれなかったことから、地方自治法第179条

第１項の規定によりまして、市長の専決により、

垂水市道の駅交流施設管理組合へ平成23年４月

１日から９月30日までの６カ月間指定管理をお

願いしましたので、事情を御賢察の上、御承認

賜わりますようよろしくお願いいたします。

　以上で説明を終わります。

〇財政課長（北迫睦男）報告第８号専決処分

の承認を求めることにつきまして、御説明申し

上げます。

　特別交付税の確定に伴い、平成22年度中に行

う財政調整基金積立金の執行に急施を要しまし

たので、平成23年３月31日に平成22年度垂水市

一般会計補正予算（第13号）を地方自治法第179

条第１項の規定により専決処分し、同条第３項

の規定により御報告申し上げ、承認を求めよう

とするものでございます。

　補正の理由でございますが、平成22年度の特

別交付税額が確定し、予想以上に多く交付され

ました。現在の国の財政状況による今後の地方

自治体への影響や本市で予定される今後の財政

負担を考慮いたしまして財政調整基金へ積み立

てることとし、その経費について追加措置をし

たものでございます。

　今回、歳入歳出とも２億3,000万円を増額いた

しましたので、これによります補正後の歳入歳

出予算額は、96億9,301万4,000円になります。

　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

の第１表歳入歳出予算補正に掲げてあるとおり

でございます。

　事項別明細でございますが、４ページをお開

きください。

　歳出は、総務管理費の８目財産管理費の財政

調整基金積立金でございます。

　これに対する歳入は、上段にありますとおり、

地方交付税で収支の均衡を図っております。

　以上で報告を終わりますが、御承認いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）報告第９号専

決処分の承認を求めることについて、御説明申

し上げます。

　指定管理料の執行に急施を要するため、平成

22年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第

２号）を地方自治法第179条第１項の規定により

専決処分し、同条第３項の規定により御報告申

し上げ、承認を求めようとするものでございま

す。

　今回の補正の専決の理由でございますが、支

出の確定見込みに伴い追加補正をしたもので、

補正の額は、歳入歳出にそれぞれ850万円を追加

し、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ５

億6,301万6,000円とするものでございます。

　歳出について御説明いたします。

　４ページでございます。

　１款事業費、１項老人保健施設事業費、１目

老人保健施設事業費は、指定管理料の補正でご

ざいます。

　歳入について御説明申し上げます。
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　６款繰入金、１項基金繰入金、１目介護老人

保健施設基金繰入金を増額し、歳入歳出の均衡

を図っております。

　以上で説明を終わりますが、御承認いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　専決処分されましたので、中

身から見ても問題はないかというふうに思って

いるんですが、３点ほど。

　１つは、報告第６号の出産手当の増額。今回

恒久化になったということで非常にある意味で

は僕らも喜んでいるんですけれども、実態上と

の差ですね、実情との差。よく聞くと、40万円

からとか43万円ぐらいとか、いろいろ費用がか

かるということもいろいろ聞いているんですが、

鹿児島県はどのくらいの費用になるのか。その

関係での差額が僕らは非常に、出産される方々

に対して非常にある意味での心配を持っている

んですけれども、そのあたりの実態はつかんで

いらっしゃるのか。そのあたり、差額がわかれ

ばちょっと教えていただきたいということと。

　あと、それと道の駅の問題。半年間、今回ど

うしても施設を継続して運営していくためには、

今回の３月議会でああいう形になったというこ

とで、否決ということで、専決処分で現在の管

理者に引き継いでもらうということになったん

ですけれども、この半年間の意味ですね。今回

市報にも、今後公募を、再公募するということ

が出ていましたけれども、この意味について若

干説明がなかったのでお願いしたいというふう

に思います。

　それと、あと報告の第９号、平成22年度の老

人保健施設特別会計補正予算に関するものなん

ですけれども、今回基金から繰り入れをしたと

いうこともありまして、ある意味では非常に本

来の財政運営から見てどうなのかなという問題

が若干あるんですけれども、そもそも僕らも指

定管理料が老人保健施設というのはどういう意

味で中身としてあったのかというのを十分この

間つかんでいないんですけれども、改めてそう

いうことを考えたとき、当初予算との関係も含

めて、指定管理料が今回こんな形で出てきたわ

けですけれども、このことについて問題はない

のか。当初の予算との関係でも問題はないのか。

そのあり方についてちょっと見解を求めたいと

思います。

〇市民課長（白木修文）ただいまの持留議員

の御質問に対してお答えいたします。

　差額の実態についてはつかんでおりません。

実際出産育児一時金を被保険者が受け取る場合

は、第６条のただし書きで、その出産した病院

が産科医療補償制度に加入している場合は３万

円までを加算することができるというふうにな

っておりますので、実際受け取る方は39万円プ

ラス３万円の42万円を受け取っておりますので、

その額で出産育児一時金については足りている

ものと私どもは認識しております。

　以上です。

〇商工観光課長（塚田光春）ただいま持留議

員の指定管理をなぜ６カ月にしたかということ

について、お答えいたします。

　今後新たな指定管理者を公募しまして選定す

るまでの期間と、新たに選定された指定管理者

への引き継ぎ期間を考慮した場合、最低でも６

カ月間要することから、６カ月間の指定管理を

したところでございます。

　その６カ月間の作業内容としましては、４月

から今日まで、３月議会を踏まえました問題点

等の検証を検討会議や経営会議で協議し、方針

を決定してまいりました、その間が１カ月と。

それから、あしたから公募期間が始まりますけ

れども、それを公募期間が１カ月ということで、

５月10日から６月９日までの１カ月間となりま

す。それからその後、選定期間を６月11日から
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７月10日までの１カ月間というふうに見ており

ます。それから、議会は６月の定例会が間に合

いませんので、７月末に臨時議会を開催してい

ただきまして審議していただくように今、考え

ているところでございます。それから、指定管

理者の議会承認後、運営の引き継ぎ期間があり

ますので、運営の引き継ぎ期間を２カ月とって

計６カ月ということで、最低６カ月というふう

にしたところでございます。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）持留議員の御

質問にお答えいたします。

　今回補正をした内容としましては、材料費の

医薬品、おむつ代等の増加によるものでござい

ます。それと、職員研修費、スキルアップのた

めの研修等が含まれております。内容につきま

しては、人件費等の高騰につきましては交付税

で措置するということになっております。それ

以外については、委託料の指定管理料というこ

とで執行をしたということでございます。

〇持留良一議員　出産手当の問題なんですけれ

ども、先ほど言われたようなことで、実態上そ

ういう上乗せがあるということで理解できたと

思います。というのは、もう１つ問題は、事前

にやっぱり費用がかかると、出産するまでの間

はですよ。一時的にもこの中からの手当の申請

ができて、一部だけでも使えるような制度が垂

水はあったのか、ちょっと私も認識がなかった

んですけれども、この事態はやっぱり病院との

関係で、いわゆる出産終わった後に精算されて

いく仕組みになっているのか。もう１つは、や

っぱりそういう形で出産前にいろんな費用がか

かるということで、そういうことにおいても運

用ができるのか、その点について１点お聞きし

たいということと。

　それから、今、指定管理料の問題、委託料と

いうことで出たんですけれども、そもそもどう

いう指定管理料という中身で病院側と含めてや

られたのか。とにかくこういう形で出てくれば、

もうすべて指定管理料と、委託料という形でみ

なして支出を認めていくのか。そのあたりの基

準というか、明確でないと、やっぱりこういう

形で最終的に財政支出を求められると。そして、

おまけに基金から今回は繰り入れとなると、や

っぱり財政運営上非常に、当初の予算との関係

も含めて運営上非常に問題があるかというふう

に思うんですが、そのあたりというのは病院サ

イドときちっと確認をされているのか。その点

についてお聞きしたいと思います。

〇市民課長（白木修文）出産する方の負担に

ついては、確かに大きなお金を準備をしないと

いけないと思うんですけど、ただ、現在は、そ

ういう出産する方の負担を軽減するために支払

い代理制度ですかね、そういうものもございま

して、病院側に出産する方が直接支払うのでは

なくて、医療機関と保険者が申請をもらって直

接保険者のほうから病院のほうに42万円を振り

込むという形。それともう１つは、病院と国保

がお互いに申請をとり合いまして、それで国保

が直接病院側に出産費用42万円を支払いまして、

そして国保が保険者のほうに請求をして保険者

が国保に支払うという、そういうふうにできる

だけ出産する方の負担を軽減するような制度に

現在なっております。（後刻訂正発言あり、17

ページ参照）

　以上です。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）先ほどの問題、

件についてでございますが、委託料の中身が材

料費、経費、光熱水費、消耗品費、賃借料その

他、それと研修費その他ということになってお

ります。先ほど言いましたけど、負担金、補助

及び交付金で支出されるべき交付金につきまし

ては、人件費七十数名の分、それ以外について

は契約の中で委託料で支払うということになっ

ておりますので、今のところ何ら問題はないの

かなというふうに解釈しております。
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〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はございませ

んか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りいたします。

　日程第10、報告第５号から日程第14、報告第

９号までの報告５件を承認することに御異議あ

りませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、報告第５号から報告第９号までの報

告５件はいずれも承認することに決定いたしま

した。

　　　△議案第33号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第15、議案第33号垂水

市監査委員の選任についてを議題とします。

　ここで、垂水市監査委員として同意を求めら

れている池之上誠議員について、地方自治法第

117条の規定により退席を求めます。

　　　［池之上　誠議員退席］

〇議長（宮迫泰倫）説明を求めます。

　　　［市長尾脇雅弥登壇］

〇市長（尾脇雅弥）議案第33号の垂水市監査委

員の選任についてを御説明申し上げます。

　議会選任の監査委員でありました森正勝委員

が平成23年４月29日をもって任期満了となった

ことから、新たに議会選任の監査委員を選任す

る必要が生じましたので、地方自治法第196条第

１項の規定に基づき、議会の同意を求めるもの

でございます。

　選任しようとする方は、池之上誠議員でござ

います。

　住所は垂水市新御堂830番地、生年月日は昭和

30年12月17日でございます。

　なお、委員の任期は、地方自治法第197条に「議

員のうちから選任される者にあっては議員の任

期による」となっておりますので、平成27年４

月29日までということになります。

　御同意いただきますようよろしくお願いを申

し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りいたします。

　本案に同意することに御異議はありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第33号垂水市監査委員の選任に

ついては同意することに決定いたしました。

　池之上誠議員の着席を求めます。

　　　［池之上　誠議員着席］

　　　△議案第34号～議案第36号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第16、議案第34号から

日程第18、議案第36号までの議案３件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第34号　垂水市固定資産評価員の選任につ

　　　いて

議案第35号　垂水市教育委員会委員の任命につ

　　　いて

議案第36号　平成23年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第１号）案

〇議長（宮迫泰倫）説明を求めます。

〇市長（尾脇雅弥）議案第34号の垂水市固定資

産評価員の選任についてを御説明申し上げます。

　前任者の川井田志郎前税務課長が辞任し、新

たに垂水市固定資産評価員を選任する必要が生

じましたので、地方税法第404条第２項の規定に

基づき、議会の同意を求めるものでございます。

　選任しようとする者は、垂水市税務課長の葛

迫隆博でございます。住所は垂水市市木957番地
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７、生年月日は昭和29年２月13日でございます。

　御同意いただきますようよろしくお願いを申

し上げます。

　引き続きまして、議案第35号の垂水市教育委

員会委員の任命についてを御説明申し上げます。

　教育委員会委員でありました下津正典委員が

平成23年３月31日をもって辞職されましたこと

から、新たに教育委員会委員を任命する必要が

生じましたので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第１項の規定に基づき、議

会の同意を求めるものでございます。

　任命しようとする方は、野村繼治氏でござい

ます。住所は垂水市海潟531番地、生年月日は昭

和20年11月５日でございます。

　なお、委員の任期は通常４年でございますが、

任期途中での辞職に伴い、前任者の残任期間と

なりますので、任期は平成23年９月30日までと

いうことになります。

　御同意いただきますようよろしくお願いを申

し上げます。

〇財政課長（北迫睦男）議案第36号平成23年

度垂水市一般会計補正予算（第１号）案を御説

明申し上げます。

　今回の補正の理由でございますが、３月に発

生いたしました東日本大震災の復興支援に係る

経費について予算措置が必要になったものでご

ざいます。本市でも、義援金を初め、物資や人

員派遣などさまざまな被災地支援を行っており

ます。それらの経費につきましては一部予備費

を充用しまして対応させていただきましたが、

今後も当分の間支援が必要なことから、今後の

対策費として予算措置を行うものでございます。

　今回、歳入歳出とも525万9,000円を追加しま

すので、これによる補正後の金額は、84億6,025

万9,000円になります。

　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

に掲げてあるとおりでございます。

　次に、歳入歳出補正予算事項別明細のうち主

なものを御説明申し上げます。

　５ページをお開きください。

　災害応急対策費でございますが、旅費は、大

隅半島４市５町復興支援チームにより職員を岩

手県大船渡市に派遣しておりますが、今後予定

しております旅費でございます。

　寄附金は、義援金として岩手県、宮城県及び

福島県の各県市長会あてに鹿児島県市長会から

まとめて対応するもので、県内各市の人口１人

当たりおおよそ100円を各市が拠出するものでご

ざいます。

　これらに対する歳入は、４ページの歳入明細

にありますように、寄附金の特定財源を充て、

不足する部分につきましては前年度繰越金を充

てて収支の均衡を図っております。

　なお、寄附金につきましては、指定寄附金と

して有限会社かね丸水産、グローバル・オーシ

ャン・ワークス株式会社など８つの法人、団体

から賜ったものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集を願います。

　　　　　午前11時47分休憩

　　　　　午前11時54分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　　　△発言の申し出

〇議長（宮迫泰倫）ここで、市民課長から申

し出がありましたので、市民課長。

〇市民課長（白木修文）済みません。先ほど

の持留議員の御質問に対して一部訂正がありま

すので。
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　先ほど出産育児一時金については、病院のほ

うに直接42万円、保険者のほうが支払うという

ことを申し上げましたけど、直接支払うのは病

院からの必要経費でございまして、そして42万

円との差額は個人に支払うという形になってお

りますので、訂正いたします。済みませんでし

た。（14ページの発言を訂正）

〇議長（宮迫泰倫）先ほど議題としました議

案に対し、これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　議案第36号について、討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　まず、議案第34号について同意することに御

異議はありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第34号については同意すること

に決定しました。

　次に、議案第35号について同意することに御

異議はありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第35号については同意すること

に決定しました。

　次に、議案第36号を原案のとおり決すること

に御異議はありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第36号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（宮迫泰倫）以上で、本日の日程は全

部終了いたしました。

　　　△閉　　会

〇議長（宮迫泰倫）これにて、平成23年第１

回垂水市議会臨時会を閉会いたします。

　　　　　午前11時55分閉会
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　地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　　　　　（臨時議長）

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　
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